
                                                   

            

令 和 ２ 年 １ １ 月 ４ 日 

商工労働部産業振興課 

０４３－２２３－２７１７ 

 

新しい生活様式に向けた設備投資補助事業の募集開始 

～新型コロナ対策として設備投資などを検討する企業の方々へ～ 

   

 

 

 

 

 

 
 
１ 上乗せ補助について（「新しい生活様式に向けた設備投資補助金」） 

（１）対象者 

令和２年度において、国のものづくり補助金に特別枠で申請し採択された中小企業者等 

（２）支援内容 

 【補助額】 国の採択を受けたものの、補助上限額を超えた場合に県で上乗せ補助を  

行います。 県補助 上限：５００万円（ 下限：１０万円 ） 

 【実施期間】令和２年度中（５月～令和３年２月締切）に国補助金へ申請を行ったもの 

（３）申請受付期間 

   令和２年１１月５日（木）～令和３年６月３０日（水） 

 ※補助対象者の条件等の詳細については、募集案内をご確認願います。 
 
２ 窓口の設置について（県の委託により実施する事業） 

国や県の各種補助金を検討している企業の方々に対し、県内各地での補助制度の説明会

の開催、ワンストップ窓口を設置して専門家による申請書作成のサポートを行います。 

また、県の上乗せ補助についてもワンストップ窓口で受付を行います。 

 

 

 

 

 

 ※募集案内、申請書の様式等は県ホームページからご覧ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/gizyutu/new-lifestyle/koubo.html 

 県では、本県の中小企業者等が行う新しい生活様式に対応した非対面型 

ビジネスへの転換等の前向きな設備投資を後押しするため、国の「ものづくり・

商業・サービス生産性向上促進補助金」（以下、ものづくり補助金）に対する 

上乗せ補助を行うこととし、１１月５日から申請受付を開始します。 

 また、ものづくり補助金以外も含めた各種補助金を活用しようとする企業に

対してワンストップ窓口を設置し、補助制度の説明会と申請書作成のサポート

を行います。 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

＜ワンストップ窓口＞ 

公益財団法人千葉県産業振興センター 新事業支援部（ベンチャープラザ船橋内） 

〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25     Tel：047-426-9200 

※説明会初回：12月1日(火)千葉商工会議所（１月末まで全12回実施） 



千葉県からのお知らせ

国のものづくり補助金への上乗せ補助

国が実施するものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の通称のこと。
新しい製品やサービスの開発、生産プロセス改善等のための設備投資等に支援を行うものです。

受付時間 9:00～17:00 TEL 047-426-9200
〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋1F

URL：https://www.ccjc-net.or.jp/link/uwanosehojo.html

「新しい生活様式に向けた設備投資補助金」、設備投資補助申請サポート事業

国のものづくり補助金とは ものづくり補助金総合サイト http://portal.monodukuri-hojo.jp/dataportal.html

国の補助上限額：１，０００万円
補 助 率 ：１／２（通常枠）、２／３・３／４（特別枠）！)

県が実施する上乗せ補助について
（千葉県商工労働部産業振興課 Tel:043-223-2718）

（※特別枠で申請して通常枠で採択されたものを含む）

（１）対象者
令和２年度において、国のものづくり補助金に特別枠で申請し採択された中小企業者等

（２）支援内容
【補助額】 国の採択を受けたものの、補助上限額を超えた場合に県で上乗せ補助を行います。

県補助上限：５００万円
（※）対象経費に国の補助率を乗じた額が国の補助上限額（1,000万円）を

超える場合に、国の補助上限額を超える額を助成する。

【実施期間】令和２年度中に国補助金への申請を行ったもの

設備投資補助申請サポート・県上乗せ補助金受付窓口 本事業の委託先：（公財）千葉県産業振興センタ－

国・県補助金等の申請を検討している中小企業者の皆さまをサポートします！！
（１）対 象 者 国・県補助金等の申請を検討している中小企業者等

（２）支援内容 補助制度の説明会と申請書作成のサポート、県上乗せ補助金の申請受付

ワンストップ窓口：千葉県産業振興センター 新事業支援部

県内中小企業等が新しい生活様式に対応した非対面ビジネスへの転換等を行う際に必要な設備投資を後押しします。

上限500万円

新しい生活様式に向けた設備投資補助


